
岸和田市立小・中学校
適正規模及び適正配置実施計画

（第１期）（案）

《中央小学校区 説明》

令和3年４月

岸和田市教育委員会



１.計画の位置付け
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「岸和田市立小・中学校の適正規模及び適正配置基本方針」
（令和２年３月策定）

第５章（1）抜粋

適正化対象校及び関係校が含まれる地域ごとに、適正化の方策と

その手順及び実施時期等を示した実施計画を策定・公表

本計画が実施計画に該当
1



市立小・中学校の現状について
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①直面する課題

●児童生徒数の減少

●学校の小規模化

●学校施設の老朽化

ピーク時の約半数に減少

小学校・・・単学級の学年が増加

中学校・・・配置できる教員数に制限
部活動の数が減少

多くの学校が築40年以上を経過

教育環境や

学校運営の

課題

施設整備の

課題
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小学校児童数 中学校生徒数 小学校学級数 中学校学級数

市立小・中学校の現状について
②児童生徒数・学級数の推移

児童生徒数（人） 学級数

小学校ピーク 中学校ピーク

実数 推計

学校基本調査及び社人研推計から 3



市立小・中学校の現状について
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③規模別の分類（令和元年度学校基本調査から）
【小学校】

【中学校】

山滝 （上段）

88 学校名

山直南 八木北 （下段）

202 506 児童数

東葛城 城東 八木 大芝

52 212 512 564

天神山 修斉 城北 新条 旭

182 215 455 497 575

浜 中央 太田 春木 八木南 朝陽 東光 大宮 山直北 城内 光明 常盤

193 207 373 429 505 505 532 558 702 708 727 809

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

学級数（通常学級）

（上段）

学校名

（下段）

春木 山直 生徒数

463 551

山滝 葛城 野村 北 光陽 土生 岸城 桜台 久米田

103 212 304 421 451 552 590 652 813

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

学級数（通常学級）



多様な考えに触れ、認め合い、協力し合い、切磋琢磨することを通じ、

社会性や協調性、コミュニケーション能力
等を身につけることが大切。

２.適正化の必要性

5

情報化やグローバル化が進むこれからの社会では、

5

により

より良い教育環境を整備することが必要

バランスの取れた学校配置を行うこと

一定の集団規模を確保すること



3.「基本方針」の概要
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●小・中学校の適正規模の考え方

学校規模

１学年あたり学級数（通常学級） 全学年学級数（通常学級）

小学校 ２～３学級 12～18学級

中学校 ４～６学級 12～18学級

●学校規模の適正化を検討する範囲
適正化を検討する範囲

小規模校
小学校 単学級の学年が過半数となる場合

中学校 ８学級以下

大規模校
小学校

25学級以上
中学校



3.「基本方針」の概要
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●適正化の具体的方策

周辺の学校との距離や学習環境などを勘案しながら、

①「通学区域の見直し」 と ➁「学校の統合」 の

２つの方策で適正化の取組を進める。

●必要な対策と進め方

通学路の安全確保 通学環境や学習環境の変化への配慮

防災や地域コミュニティの拠点としてのあり方を十分に検討

保護者や地域住民の方に丁寧な説明と話し合いを行い、取組を実施



4.適正化を検討する小・中学校
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小学校：城東小学校、山直南小学校、山滝小学校
中学校：山滝中学校

小学校：天神山小学校、修斉小学校、東葛城小学校
中学校：葛城中学校

小学校：中央小学校、浜小学校

（1）牛滝の谷地域

（２）葛城の谷地域

（３）都市中核地域



5.適正化に向けた基本的な考え方

9

（1）中学校区を単位とした適正化

（2）新たな学校として適正化

（3）（仮称）学校開校準備委員会の設置

（4）小中一貫教育の導入

通学距離・時間の地理的条件や地域コミュニティ等を勘案。

吸収する・されるの考え方の統合ではなく、新たな学校としてスタート。

地域、保護者代表も参加し、新校開校までの具体的検討を実施。

適正化の取組を機に、義務教育９年間を通じた小中一貫教育を導入。



6.第1期計画の検討対象地域
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「牛滝の谷地域」と「葛城の谷地域」から取組に着手

【理由】小学校、中学校ともに検討対象の学校が存在
➣義務教育９年間を通じて小規模化による教育環境への影響が懸念される。

「都市中核地域」
継続して検討し、具体的な内容がとりまとまった段階で、

適正規模及び適正配置実施計画（第２期）を策定・公表。

基本方針では、

「小規模化による教育環境への影響が懸念される地域から順次適正化
の取組を実施」と記載。



７.適正化の具体的内容
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ア 具体的内容
・同じ山直中学校区にある３つの学校（山直南小学校は一部）
を1つの通学区域とする小学校として再編。

・学校の場所は、現在の山直北小学校とする。

（1）牛滝の谷地域 ➀（仮称）山直小学校の設置

適正化前 適正化後

山直北小 城東小、山直南小
（包近、山直中）

（仮称）

山直小学校
（場所：現山直北小）

※山直中と隣接型の小中一貫校



７.適正化の具体的内容

12

ア 具体的内容

・同じ山滝中学校区にある４つの学校（山直南小学校、東葛城小学校は一部）を
1つの通学区域とする施設一体型小中一貫校として再編。

・学校の場所は、現在の山滝中学校とする。

・特色ある教育活動を展開する特認校制度を検討。

・「岸和田市立幼稚園及び保育所再編個別計画【前期計画】」にある
「（仮称）山滝認定こども園」について、同じ山滝中学校地で設置。

（1）牛滝の谷地域 ②（仮称）山滝小中一貫校の設置

適正化前 適正化後
山滝中、山滝小、

山直南小（積川、稲葉、岸の丘）
東葛城小（神於、上白原）

（仮称）

山滝小中一貫校
（場所：現山滝中）



７.適正化の具体的内容
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ア 具体的内容

・同じ葛城中学校区にある４つの学校（東葛城小学校は一部）及び
現在の常盤・桜台校区及び旭・太田・土生校区の一部
を1つの通学区域とする施設一体型小中一貫校として再編。

・学校の場所は、現在の葛城中学校とする。

・特色ある教育活動を展開する特認校制度を検討。

（2）葛城の谷地域 ➀（仮称）葛城小中一貫校の設置

適正化前 適正化後
天神山小、修斉小、東葛城小（河合、相川、塔原）
常盤小（門前）、旭小（神須屋、土生）、太田小（神須屋）
桜台中（門前）、土生中（神須屋、土生）、葛城中

（仮称）

葛城小中一貫校
（場所：現葛城中）



小中一貫教育について

14

令和２年10月

「岸和田市小中一貫教育基本方針」策定

目的

期待される効果

推進体制

義務教育９年間の系統性と連続性に配慮した教育活動の展開

「確かな学力」の定着と向上、「中１ギャップ」の解消 など

「（仮称）岸和田市小中一貫教育推進会議」にて幅広く議論

方針の具体的な内容については、
後ほど説明します



特認校制度について
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「特認校」とは？

◆住んでいる校区に関わらず、市内全域から通うことができる学校

◆岸和田市では、東葛城小学校を「小規模特認校」に指定

特認校の特徴

◆地域特性を活かし、「特色」ある教育を実施

【例】自然を活かした体験学習、英語・体育・ICT特化の教育、

地域住民や近隣大学とのコラボレーション、少人数教育 など

◆他校区の児童生徒が集まる＝様々な考えに触れる機会の創出



８.適正化に際しての必要な対応
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（1）通学環境への配慮

（２）学習環境への配慮

（３）校舎の建替や改修工事

（４）特色ある教育活動の継承

（５）支援を必要とする児童生徒への対応

（６）学校跡地の利活用策の検討

◆「（仮称）学校開校準備委員会」での安全検証
◆スクールバスの導入検討 など

◆児童生徒同士の事前交流
◆教員配置や部活動への対応 など

◆老朽化した校舎を建替・改修

◆児童生徒の豊かな心を育む

◆介助員・支援員の配置
◆切れ目のない一貫した支援

◆地域の方々の意見も踏まえ、
幅広い視点から利活用策を検討



９.適正化までのスケジュール
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（仮称）山直小学校

（仮称）山滝小中一貫校

（仮称）葛城小中一貫校

準備委員会の設置後、5年程度を目安。

開校目標時期は
原則同一。



９.適正化までのスケジュール
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児童(見込)数

基本方針で示す
「適正な学校規模」
12学級の児童数目安

【中央小学校の児童数】（～R2は実数 R3～は推計）

令和３年度の4年生が卒業して以降は
全学年単学級となる見込み
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【補足】35人学級導入による学級数見込みについて
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R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13

従来の学級編制基準
(１～２年生35人学級)
による学級数

7 7 7 6 6 6 6 6 6 6 6

新たな学級編制基準
(※)による学級数 ７ 7 7 6 6 6 6 6 6 6 6

児童数 192 177 165 139 131 118 116 113 109 105 102

※ R3…1～2年35人学級（現行どおり） R4…1～3年35人学級 R5…1～4年35人学級
R6…1～5年35人学級 R7以降…全学年35人学級

【中央小学校 学級数推計】



ご清聴ありがとうございました。
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ご意見やご質問などがありましたら
お気軽にお尋ねください。

【事務局】
岸和田市教育委員会 教育総務部 学校適正配置推進課
〒596-8510 岸和田市岸城町7番1号
電話（072）423-9754
FAX（072）433-4525
E-mail gtekisei@city.kishiwada.osaka.jp


